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 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　「コメリグループ行動指針」に基づく公正かつ適法な事業活動を行うた

め、コンプライアンス担当役員は、「コンプライアンス規程」に基づき、

定期的にコンプライアンス委員会を開催し、全社的なコンプライアンスの

徹底を図る。コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正等を目的と

して、当社グループ従業員が利用できる「ヘルプライン」（内部通報制度）

を設置する。内部監査機能としては、「監査室」が各部門の業務遂行状況

の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行う。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適

切かつ検索性の高い状態で管理・保存する。企業情報の開示については、

開示を担当する部署が社内情報を網羅的に収集し、適時に正確な情報を開

示する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業上のリスクに関する情報を収集し適正に分析・評価した上で、中長

期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の 大化を目指すために、

全社的なリスク管理体制の整備・構築・運用を行う。また、事業の継続に

影響を与えるような重大な障害、事件・事故、災害等が発生した場合は、

損害を 小限に抑えるため施策を講じる。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　「職制及び業務分掌規程」「職務権限規程」等により、取締役及び執行

役員等の決裁権限及び責任の範囲を定め、業務執行の効率化と意思決定の

迅速化を図る。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　「コメリグループ行動指針」に基づき、子会社が公正かつ適法な事業活

動を行うため、コンプライアンス担当役員は、当社グループ全体のコンプ

ライアンスを統括し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。

また、子会社の業務全般について管理を行うため、「関係会社管理規程」

に基づき、子会社担当の責任者を置き、子会社のリスク管理を含めた業務

全般について、必要な管理・指導体制を整備する。
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⑥　反社会的勢力排除に向けた考え方

　当社グループは、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的

勢力、組織または団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固

として対決し、これを排除する。

⑦　財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に従い、財務報告に係る

内部統制の整備及び運用を行う。

⑧　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する体制

　監査役の職務を補助するため、使用人を置くことを監査役が求めたとき

は社内にて必要な体制を整備する。

⑨　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　上記⑧の使用人の取締役からの独立性を確保するため、同使用人の任命

及び評価等は、監査役会と協議して行う。

⑩　監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項

　監査役の職務遂行上必要な場合、上記⑧の使用人が、取締役から独立し

て業務を行い、当社グループの取締役及び使用人がそれに協力する体制を

整備する。

⑪　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

　監査役が当社グループの取締役及び使用人に対し報告することを求めた

ときは、速やかに適切な報告を行うための体制を整備する。また、監査役

に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱い

を受けない体制を整備する。

⑫　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い

等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費

用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を

除き、当該費用または債務の処理を行う。

⑬　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役及び使用

人からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、取締

役会の意思決定の過程、並びに取締役及び使用人の職務の執行について監
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査の実効性の確保を図る。

　代表取締役は、監査役と定期的に会合を開催し、監査役が意見または情

報交換等を行うことができる体制をとる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンス

　当事業年度は、コンプライアンス委員会を12回開催するとともに、取締

役会に対してコンプライアンス委員会の活動内容等の報告を行いました。

また、店長等の社内研修や商品部等の会議体を通じて、コンプライアンス

に関する教育も継続的に行っております。

②　リスク管理

　情報セキュリティ委員会及び為替リスク委員会等を定期的に開催し、リ

スク回避及びリスク低減に努めました。

③　内部監査

　監査室は、当社及び子会社の業務遂行状況の業務監査を定期的に実施し、

業務改善の助言を行っております。

④　子会社管理

　子会社の管理につきましては、子会社を統括する担当取締役を置き、ま

た、関係会社管理規程に基づき、各子会社から報告を受ける体制を整えて

おります。

⑤　財務報告に係る内部統制

　内部統制委員会において、金融商品取引法に定められた「内部統制報告

制度」に対する社内体制の整備・運用と有効性の判断を行いました。

⑥　監査役監査に関する取組み

　当事業年度は、代表取締役と監査役の会合を２回開催しました。

　また、常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、各監査役は、取締役

または使用人等から、定期的に職務の執行状況の報告を受けております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 18,802 25,260 138,811 △9,126 173,747

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,076 △2,076

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

11,941 11,941

自 己 株 式 の 取 得 △2,112 △2,112

自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － △0 9,864 △2,112 7,752

当 期 末 残 高 18,802 25,260 148,676 △11,239 181,499

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

その他の包括
利益累計額
合 計

当 期 首 残 高 401 － △328 72 148 173,968

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,076

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

11,941

自 己 株 式 の 取 得 △2,112

自 己 株 式 の 処 分 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△328 27 719 418 △148 270

当 期 変 動 額 合 計 △328 27 719 418 △148 8,022

当 期 末 残 高 72 27 390 491 － 181,990

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 ５社 連結子会社の名称（㈱ライフコメリ、北星産業㈱、㈱

ビット・エイ、㈱コメリキャピタル、㈱ムービータイ

ム）

②　非連結子会社の数 10社 主要な非連結子会社の名称（大連米利海辰商場有限公

司）

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）はいずれも小規模であり、かつ全体としても連結計算書類に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2）持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の非連結子会社　　－

②　持分法を適用していない非連結子会社の数　　10社

　主要な非連結子会社の名称（大連米利海辰商場有限公司）

（持分法を適用しなかった理由）

  持分法を適用していない非連結子会社は当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外して

おります。

(3）連結子会社の決算日等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4）会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券　　　　　 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として

移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　 移動平均法による原価法

ロ　デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　 時価法（ヘッジ会計を適用するものを除く）

ハ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）によっております。

商品及び製品　　　　　　　 主として売価還元法

原材料及び貯蔵品　　　　　 終仕入原価法
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②　固定資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産　　　　　　　　　 定率法

（リース資産を除く）　　　　　　 ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～60年

機械装置及び運搬具　　　４～８年

ロ　無形固定資産　　　　　　　　　 定額法

（リース資産を除く）　　　　　　 ただし、ソフトウェア（自社利用）については､ 社

内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額

法

ハ　リース資産　　　　　　　　　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

ニ　長期前払費用　　　　　　　　　 定額法

③　引当金の計上基準

イ　貸倒引当金　　　　　　　　　　 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金　　　　　　　　　　 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ　役員賞与引当金　　　　　　　　当社及び一部の連結子会社は役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。

ニ　店舗閉鎖損失引当金　　　　　　 店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉店及

び転貸を決定した店舗について、今後発生すると見

込まれる損失額を計上しております。

ホ　ポイント引当金　　　　　　　　ポイントカードにより顧客に付与されたポイント

の利用に備えるため、当連結会計年度末において将

来利用されると見込まれる額を計上しております。

チ　災害損失引当金　　　　　　　　災害により被災した資産の復旧等に要する支出に

備えるため、当連結会計年度末における見積額を計

上しております。

ヘ　役員退職慰労引当金　　　　　　 役員の退職慰労金の支給に備えるため、2010年６月

29日開催の第49回定時株主総会で決議された役員

退職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見

込額を計上しております。
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ト　役員株式給付引当金　　　　　　 当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に

備えるため、役員株式給付規程に基づき、役員に割

り当てられたポイントに応じた株式の交付及び給

付見込額を計上しております。

④　外貨建の資産、負債の本邦通貨へ

の換算基準

　連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は、損益として処理しておりま

す。

⑤　重要なヘッジ会計の方法　　　　　 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。ま

た､ 為替変動リスクのヘッジについて振当処

理の要件を満たすものについては振当処理を

採用しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約・通貨スワ
ップ・通貨オプショ
ン

買掛金（予定取引を
含む）

ハ　ヘッジ方針

　商品の輸入取引に係る為替相場の変動リス

クの低減のため、社内規程に基づき為替予約取

引・通貨スワップ取引・通貨オプション取引を

行っております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計

額を比較すること等によってヘッジの有効性

の評価を行っております。ただし、振当処理の

要件を満たしている為替予約・通貨スワップ取

引において、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な

条件が同一であり、高い相関関係があると認め

られるものについては、連結決算日における有

効性の評価を省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

ロ　消費税等の処理方法

　税抜方式を採用しております。
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２．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「埋蔵文化財

発掘調査費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しておりま

す。

　なお、前連結会計年度の「埋蔵文化財発掘調査費」は14百万円であります。

３．追加情報

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度）

　当社は、2019年６月21日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、2019年８月20日より、

当社の取締役に対する株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。

(1）取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき

設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定

める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金

銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制

度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時

となります。

(2）信託に残存する当社の株式

　本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株

式の帳簿価額は 255百万円、株式数は120千株であります。

　なお、取締役に付与済みのストック・オプションとしての新株予約権で未行使のもの

につきましては、本制度に基づく応分のポイントを付与することを条件として、当該ス

トック・オプションを有する各取締役において権利放棄しております。

　これに伴い、当連結会計年度において権利放棄された新株予約権については「新株予

約権戻入益」として特別利益に154百万円、本制度に基づく応分のポイント付与について

は「役員株式給付引当金繰入額」として特別損失に133百万円を計上しております。

（退職給付制度の変更）

　当社は、2019年10月１日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行した

ことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１

号 平成28年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱

い」(実務対応報告第２号 平成19年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分

について退職給付制度の終了の処理を行いました。

　これに伴い、当連結会計年度において認識された損益については「退職給付制度移行益」

として特別利益に1,157百万円を計上しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記

(1）担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

建物及び構築物 9百万円

土地 139百万円

合計 148百万円

担保に係る債務

短期借入金 －百万円

(2）有形固定資産の減価償却累計額 152,018百万円

(3）保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

ＭＥＫＯＮＧ ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＣＯ.,ＬＴＤ ６百万円

５．連結損益計算書に関する注記

　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

場所 用途 種類

三重県他35県　76件
店舗、賃貸用資産及び
遊休資産

土地及び建物等

　当社グループは原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活

動による損益が継続してマイナスとなる店舗、賃貸用資産及び遊休資産について帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,607百万円）として特別損失に計上いた

しました。その内訳は建物及び構築物1,271百万円、機械装置１百万円、土地247百万円、リ

ース資産２百万円、借地権78百万円、長期前払費用３百万円及びその他１百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売却価額により測定してお

り、使用価値については、将来キャッシュ・フローを2.9％で割り引いて算出しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 54,409,168株

(2）配当に関する事項

①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

2019年５月14日
取 締 役 会

普 通 株 式 1,013 20 2019年３月31日 2019年６月24日

2019年10月29日
取 締 役 会

普 通 株 式 1,063 21 2019年９月30日 2019年12月２日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

　2020年５月19日開催の取締役会において、次のとおり決議することを予定しておりま

す。

配当金の総額 1,046百万円

配当原資 利益剰余金

１株当たり配当額 21円00銭

基準日 2020年３月31日

効力発生日 2020年６月26日

７．金融商品に関する注記

(1）金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては主に銀行借入によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために

利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、当社では、売掛金管理規程に従い、

店別・取引先別に期日管理及び残高管理を行うとともに、連結子会社についても、取引先

別に売掛金の期日及び残高を管理することにより、信用リスク低減に努めております。

　投資有価証券は、主に株式、債券及び投資信託であり、市場価格の変動リスク及び発行

体の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており

ます。

　支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入

金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を

目的としたものであり、償還日は決算日後、 長で16年後であります。

　デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引及び外貨

建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約であります。

デリバティブ取引の利用にあたっては、取引権限や限度額等を定めた為替リスク管理規程

に基づき、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
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(2）金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含めておりません（12頁の(注)２．をご参照ください）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円）
差額

（百万円）

(1) 現金及び預金 9,625 9,625 －

(2) 受取手形及び売掛金 19,821

貸倒引当金 △534

19,287 19,287 －

(3) 投資有価証券 1,199 1,199 －

資産計 30,111 30,111 －

(1) 支払手形及び買掛金 28,012 28,012 －

(2) 電子記録債務 26,454 26,454 －

(3) 短期借入金 8,500 8,500 －

(4) 未払法人税等 3,438 3,438 －

(5) 設備関係支払手形 1,652 1,652 －

(6) 長期借入金（※１） 42,809 42,787 △21

(7) リース債務（※２） 3,989 3,989 －

負債計 114,857 114,835 △21

デリバティブ取引（※３）

ヘッジ会計が適用されていないもの (65) (65) －

デリバティブ取引計 (65) (65) －

（※１）１年内返済予定長期借入金を含めております。

（※２）流動負債に計上しているリース債務を含めております。

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、（　）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引金融機関等から提示

された価格、投資信託については、公表されている基準価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、(4) 未払法人税等及

び(5) 設備関係支払手形

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。
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(6) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金の

うち、無利息の長期借入金については、リスクフリー・レートで割り引いて現在

価値を算出しております。

(7) リース債務

リース債務の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の

種類ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当

額等は、次のとおりであります。

金利関連

区　分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時　価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外の
取引

金利スワップ取引
　受取変動　支払固定

7,000 7,000 (65) (65)

（※）時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「資産(3) 投資有価証券」には含まれておりません。

区分
連結貸借対照表計
上額（百万円）

非上場株式（※） 123

（※）非上場株式については、市場性がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから時価開示の対象とはしておりません。

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,659円43銭

１株当たり当期純利益 236円58銭
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９．重要な後発事象に関する注記

（資本準備金の額の減少について）

当社は、2020年４月28日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年６月25日に開催

を予定している第59回定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することについて決

議いたしました。

(1）資本準備金の額の減少の目的

　今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づ

き、資本準備金の額を減少するものです。

(2）資本準備金の額の減少の要領

①減少すべき資本準備金の額

　資本準備金の額29,855,451,067円を24,855,451,067円減少して、5,000,000,000円と

いたします。

②資本準備金の額の減少の方法

　資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。

(3）資本準備金の額の減少の日程

①取締役会決議日　　　　　　2020年４月28日

②株主総会決議日　　　　　　2020年６月25日（予定）

③債権者異議申述公告日　　　2020年６月26日（予定）

④債権者異議申述 終期日　　2020年７月27日（予定）

⑤効力発生日　　　　　　　　2020年７月31日（予定）
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株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

特 別 償 却
準 備 金

別　途
積立金

当 期 首 残 高 18,802 29,855 0 29,855 1,024 394 458 95,000

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩し △25

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し △197

別 途 積 立 金 の 積 立 て 6,500

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － － △0 △0 － △25 △197 6,500

当 期 末 残 高 18,802 29,855 0 29,855 1,024 368 260 101,500

株主資本 評価・換算差額等

新 株
予 約
権

純資産
合 計

利 益 剰 余 金

自 己 株
式

株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評 価 差 額
金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

評価・換
算 差 額
等 合 計

その他利
益剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰余金

当 期 首 残 高 9,083 105,960 △9,126 145,491 111 － 111 148 145,751

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩し 25 － － －

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し 197 － － －

別 途 積 立 金 の 積 立 て △6,500 － － －

剰 余 金 の 配 当 △2,076 △2,076 △2,076 △2,076

当 期 純 利 益 10,906 10,906 10,906 10,906

自 己 株 式 の 取 得 △2,112 △2,112 △2,112

自 己 株 式 の 処 分 0 0 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額（純 額） △31 27 △4 △148 △152

当 期 変 動 額 合 計 2,553 8,830 △2,112 6,717 △31 27 △4 △148 6,565

当 期 末 残 高 11,637 114,790 △11,239 152,209 79 27 107 － 152,316

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1）有価証券の評価基準及び評価

方法

子会社株式

……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

……移動平均法による原価法

(2）デリバティブの評価基準及び

評価方法

デリバティブ

……時価法（ヘッジ会計を適用するものを除く）

(3）たな卸資産の評価基準及び評

価方法

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

商品及び製品

……売価還元法、ただし、流通センター在庫は、移動平

均法

原材料及び貯蔵品

…… 終仕入原価法

(4）固定資産の減価償却の方法 ①　有形固定資産（リース資産を除く）

　……定率法、ただし、1998年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　 ８年～38年

構築物　　　　 10年～20年

機械装置　　　 ８年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　……定額法、ただし、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法

③　リース資産

　……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

④　長期前払費用………定額法

(5）外貨建資産、負債の換算基準 　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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(6）引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

②　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支

給見込額に基づき計上しております。

④　店舗閉鎖損失引当金

　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉店及び

転貸を決定した店舗について、今後発生すると見込まれ

る損失額を計上しております。

⑤　ポイント引当金

　ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの

利用に備えるため、当事業年度末において将来利用され

ると見込まれる額を計上しております。

⑥　災害損失引当金

　災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備

えるため、当事業年度末における見積額を計上しており

ます。

⑦　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（５年）による定額法により、

翌事業年度から費用処理することとしております。

⑧　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、2010年６月29

日開催の第49回定時株主総会で決議された役員退職慰

労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計上

しております。

⑨　役員株式給付引当金

　当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に備

えるため、役員株式給付規程に基づき、役員に割り当て

られたポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を

計上しております。
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(7）ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動

リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たすもの

については振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約・通貨スワップ・

通貨オプション
買掛金（予定取引を含む）

③　ヘッジ方針

　商品の輸入取引に係る為替相場の変動リスクの低減

のため、社内規程に基づき為替予約取引・通貨スワップ

取引・通貨オプション取引を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較

すること等によってヘッジの有効性の評価を行ってお

ります。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予

約・通貨スワップ取引において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の重要な条件が同一であり、高い相関関係があると認

められるものについては、決算日における有効性の評価

を省略しております。

(8）退職給付に係る会計処理の方

法

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の

方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と

異なっております。

(9）消費税等の処理方法 　税抜方式を採用しております。

２．追加情報

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度）

　当社は、2019年６月21日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、2019年８月20日より、

当社の取締役に対する株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。

(1）取引の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき

設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定

める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金

銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制

度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時

となります。

(2）信託に残存する当社の株式

　本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自己株式の

帳簿価額は 255百万円、株式数は120千株であります。
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　なお、取締役に付与済みのストック・オプションとしての新株予約権で未行使のもの

につきましては、本制度に基づく応分のポイントを付与することを条件として、当該ス

トック・オプションを有する各取締役において権利放棄しております。

　これに伴い、当事業年度において権利放棄された新株予約権については「新株予約権

戻入益」として特別利益に154百万円、本制度に基づく応分のポイント付与については

「役員株式給付引当金繰入額」として特別損失に133百万円を計上しております。

（退職給付制度の変更）

　当社は、2019年10月１日に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行した

ことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１

号 平成28年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱

い」(実務対応報告第２号 平成19年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分

について退職給付制度の終了の処理を行いました。

　これに伴い、当事業年度において認識された損益については「退職給付制度移行益」と

して特別利益に1,157百万円を計上しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1）有形固定資産の減価償却累計額 133,068百万円

(2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 9,411百万円

長期金銭債権 33百万円

短期金銭債務 3,277百万円

長期金銭債務 5,214百万円

(3）保証債務

以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

ＭＥＫＯＮＧ ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＣＯ.,ＬＴＤ ６百万円

４．損益計算書に関する注記

(1）関係会社との取引高

売上高 171百万円

不動産賃貸収入等 499百万円

仕入高 8,805百万円

その他の営業取引 106,520百万円

営業取引以外の取引 93百万円
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(2）減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

三重県他35県　76件
店舗、賃貸用資産及び
遊休資産

土地及び建物等

　当社は原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活動による

損益が継続してマイナスとなる店舗、賃貸用資産及び遊休資産について帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,607百万円）として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は建物及び構築物1,271百万円、機械装置１百万円、土地247百万円、リース資

産２百万円、借地権78百万円、長期前払費用３百万円及びその他１百万円であります。なお、

当該資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売却価額により測定しており、使

用価値については、将来キャッシュ・フローを2.9％で割り引いて算出しております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 4,677,174株
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６．税効果会計に関する注記

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

減損損失 3,570百万円

未払事業税 231百万円

賞与引当金 489百万円

退職給付引当金 1,660百万円

未払確定拠出年金移管金 996百万円

役員退職慰労引当金 37百万円

ポイント引当金 225百万円

資産除去債務 2,088百万円

貸倒引当金 14百万円

その他 529百万円

小計 9,843百万円

評価性引当額 △693百万円

繰延税金資産合計 9,150百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △161百万円

特別償却準備金 △113百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △1,125百万円

その他有価証券評価差額金 △15百万円

その他 △141百万円

繰延税金負債合計 △1,558百万円

繰延税金資産の純額 7,592百万円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当

該差異の原因となった主要な項目の内訳

法定実効税率 30.5％

（調整）

住民税均等割 2.9％

受取配当等永久に益金算入されない項目 △1.8％

交際費等の損金不算入 0.1％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.1％
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

種類
会社等の
名 称

所在地

資本金
または
出資金

（百万円）

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社 北星産業㈱
新 潟 市
南 区

336 100.0
資 金 の 援 助
営業上の取引
役 員 の 兼 任

資金の貸付(注)２
貸 付 金 利 息

13,100
14

短期貸付金
長期貸付金

745
1,775

子会社 ㈱ ビ ッ ト ・ エ イ
新 潟 市
南 区

50 100.0
資 金 の 援 助
営業上の取引
役 員 の 兼 任

資金の返済(注)３
借 入 金 利 息

1,800
19

長期借入金 3,800

子会社 ㈱コメリキャピタル
新 潟 市
南 区

450 100.0
資 金 の 援 助
営業上の取引
役 員 の 兼 任

クレジット販売
代金の債権譲渡
資金の貸付(注)４
貸 付 金 利 息

96,888

56,150
28

売 掛 金

短期貸付金
長期貸付金

9,225

445
2,201

(2) 役員及び個人主要株主等

種 類
会 社 等 の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

役　員
ＮＰＯ法人コメリ
災害対策センター

―
災害救援物資供給
役 員 の 兼 任

商 品 の 供 給
（注）１

145 売 掛 金 1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．営業上の取引につきましては、一般取引条件を参考に協議の上決定しております。

２．北星産業㈱に対する資金の貸付につきましては、当社調達金利を勘案して決定してお

り、貸付期間は 長10年、一部につきましては半年賦返済、一部につきましては３か

月月賦返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

３．㈱ビット・エイからの資金の借入につきましては、当社調達金利を勘案して決定して

おり、期間は１年とし、１年ごとに条件の見直しを行い、契約を更新しております。

なお、担保は差し入れておりません。

４．㈱コメリキャピタルに対する資金の貸付につきましては、当社調達金利を勘案して決

定しており、貸付期間は 長10年、一部につきましては３か月月賦返済としておりま

す。なお、担保は受け入れておりません。

５．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,062円75銭

１株当たり当期純利益 216円09銭
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９．重要な後発事象に関する注記

（資本準備金の額の減少について）

当社は、2020年４月28日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年６月25日に開催

を予定している第59回定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することについて決

議いたしました。

(1）資本準備金の額の減少の目的

　今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づ

き、資本準備金の額を減少するものです。

(2）資本準備金の額の減少の要領

①減少すべき資本準備金の額

　資本準備金の額29,855,451,067円を24,855,451,067円減少して、5,000,000,000円と

いたします。

②資本準備金の額の減少の方法

　資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。

(3）資本準備金の額の減少の日程

①取締役会決議日　　　　　　2020年４月28日

②株主総会決議日　　　　　　2020年６月25日（予定）

③債権者異議申述公告日　　　2020年６月26日（予定）

④債権者異議申述 終期日　　2020年７月27日（予定）

⑤効力発生日　　　　　　　　2020年７月31日（予定）
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